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☆特許権の行使と独占禁止法の抵触について（上）⑴

第１　はじめに
特許実務においては、特許権の行使について独占

禁止法との抵触が問題になることが多々ある。比較
的頻繁に生じるものとしては、特許のライセンスを行
う際に、特定の条件が独占禁止法に違反するか否か
が問題になるケースが挙げられる。このようなケース
では、ライセンスを行う側（ライセンサー）は、当該
条件が独占禁止法に違反し、民法90条により無効と

なる等のリスクを検討する必要がある一方で、ライセ
ンスを受ける側（ライセンシー）は、当該条件が自ら
に不利なものであれば、独占禁止法上の問題がある
旨を指摘することで交渉を有利に進められることがあ
り得る。また、特許権に基づく差止め又は損害賠償
の請求に際し、被請求者から、権利濫用の抗弁として、
当該請求が独占禁止法に違反するという内容が主張
されるケースも見られる。こちらのケースについては、
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